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石 川県教育職員免許法令施行細則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 九日
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石 川県教育委員会規則第二号

石 川県教育職員免許法令施行細則の一 部 を改正する規則

石 川県教育職員 免 許法令施行細則(昭和四十三 年 石川県教育委員会規則第九号)の一 部 を次のように改正する。

第 二 条 を次のように改める。

( 関係法令等 の 略 称等)

第 二条この規則において、次の表の上欄に掲げる法令は、それぞれ当該下欄に掲げるように略称する。

上 欄

の
」十八~ 下 欄

こ の規則において「各科目」とは、教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目又は教

諭 の教育の基礎的理解に関する科目等、領域に関する専門的事項に関する科目、保育内容の指導法に関する科目又

は 教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目、養護教諭・栄養教

諭 の教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に設定する科目をいう。

第 四条第二項を次のように改める。

2 前 項の証明を得られない場合の学力の検定の方法は、別に定める。

第 五条中「、改正法附則」を「又は改正法附則」に改め、「又は施行法第二 条 第一 項 の表の第二十号の二、第二十

号 の四若しくは第二 十 号の玉」を削る。

第 六条第一一 項 中 「 教科に関する科目、 教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目」を「 各科目」に改め、 同

項 第 一 号 の表、第二 号 の表、第三 号 の表、第四号の表及び第五号の表中「教科に関する科目」を「教科に関する専門

的 事項に関する科目」に、「教職に関する科目」を「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関

す る科目等」に、「教科又は教職に関する科目」を「大学が独自に設定する科目」に改め、同項第六号の表中「教科

に 関する科目」を「領域に関する専門的事項に関する科目」に、「教職に関する科目」を「保育内容の指導法に関す

る 科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に、「教科又は教職に関する科目」を「大学が独自に設定する

科 目」に改め、同項第七号の表中「教 科 に関する科目」を「 領域に関する専門 的事項に関する科目」に、「教 職 に関
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す る科目」を「 保 育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に改め、同条第二 項 中

「教 科に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目」を「各 科目」に改め、同項第一 号 の表、第

二 号 の表及び第三 号 の表中「教科に関する科目」を「教 科に関する専門的事項に関する科目」に、「教職に関する科

目 」を「 各 教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に、「教 科又は教職に関する科

目 」を「大学 が 独自に設定する科目」に改め、同項第四号の表中「教科に関する科目」を「領 域に関する専門的事項

に 関する科目」に、「教 職に関する科目」を「保 育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する

科 目等」に、「 教 科又は教職に関する科目」を「大 学が独自に設定する科目」に改め、同条第三 項 を次のように改め

る 。
前 二 項 の各号の表の定める各科目の単位は、免許法施行規則第二 条 から第五条までに定める単位の修得方法の例

に よる。

第 七条中「 養 護に関する科目、教職に関する科目及び養護又は教職に関する科目」を「各 科目」に改め、同条第一

号 の表及び第二 号 の表中「 教 職に関する科目」を「養 護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 」 に、

「 養 護又は教職に関する科目」を「大 学が独自に設定する科目」に改める。

第 八条中「、栄養に係る教育に関する科目及び教職に関する科目」を「及 び各科目」に改め、

関 する科目」を「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に改める。

第 八条の三 の 表を次のように改める。
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備 考 こ の表の規定による単位の修得方法は、免許法施行規則第十八条の二 に 定める習得方法の例にならうも

の とする。
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第 九条中「教科に関する科目、教職に関する科目及び教科又は教職に関する科目」を「各科目」に改め、同条の表

中 「教 科 に関する科目」を「教 科 に関する専門的事項に関する科目」に、「教 職 に関する科目」を「各教科の指導法

に 関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に、「教科又は教職に関する科目」を「大学が独自に設

定 する科目」に改める。

第 十条の表中「教科に関する科目」を「教科に関する専門的事項に関する科目」に、「教職に関する科目」を「各

教 科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に改める。

第 十一 条 第 一 項 第三 号 イ中「学校教育法(昭和二 十 二 年 法律第二 十 六号ごを削り、同条第二 項を次 のように改め

る。

免 許法施行規則第二条第一 項 の表備考第九号(同号により同様とされる同規則第三 条第一項 の表の場合を含む。 )、

第 四条第一 項 の表備考第八号(同号により同様とされる同規則第五条第一 項 の表 の場合を含む。) 又は第七条第一

項 の表備考第四号に該当する者にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、実務に関する証明書(様式第四号)を

提 出しなければならない。

第 十二条及び第十二条の二 を 削り、第十一 条 の 二 を 第十二 条 とする。

第 十三条第一 項 中「又は改正法附則第五項」を削り、同項第一 号 を次のように改める。

一 教 育職員検定願(様式第五号。以下同じ。)

第 十三条第一 項 第四号中「、様式第七号の二 又 は様式第七号の四」を「又は様式第七号の一一ごに改め、同項第五号

中 「様式第七号の三 」 を「様式第七号の二 」 に改め、同条第二項を削り、同条第三 項 を同条第二 項 とし、同条第四項

を 同条第三 項 とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「附則第十八項」を「附則第十

七 項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改め、同項を同条第六

項 とする。

第 十五条及び第十六条を削り、第十六条の二 を 第十五条とし、第十七条を第十六条とし、同条の次に次の一 条 を加

え る。
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( 自立教科等 の免許状 の授与の出願)

第 十七条免許法第十七条第一 項 の規定により、自立 教科 等の免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書 類

を 委員会に提出しなければならない。

一 自 立教科等教育職員免許状授与願(様式第十号)

二 履歴書

三 免許法施 行規則第六十四条第一 項 の 表に掲げる基礎資格の証明書

四 学業成績証明書

玉 国籍等の記載のある住 民票の写 し

六 誓 約 書

七 免許状更新講習修了証明書 又は免許状 更新講習履修証明書

第 十八条及び第十九条を削る。

第 二 十 条第一 項 第一号イ中「様式第十二 号 」を「様式第十一 口 す」に改め、同項第二号ロ中「様式第十三 号 」を「様

式 第十二 号」に改め、 同条第二 項 中 「 様 式第十三 号の一ごを「様 式第十三 号 」に改め、同条を第十八条とする。

第 二 十 一 条 を第十九条とし、第二十一 条 の 二 を 第二十条とし、第二 十 二 条 を第二 十 一 条 とし、第二 十 三 条 を第二十

二 条 とする。

第 二 十 四条第二項中「第二 十 条」を「第十八条第二項」に改め、同条を第二 十 三 条 とし、第二 十 五条を第二十四条

と し、第二 十 六条を第二 十 五条とする。

様 式第五号中「瀦H N山 加盟系」を「判明日ω 冷 盟系」に改める。

様 式第七号を削り、様式第七号の二 を 様式第七号とし、様式第七号の三 を 様式第七号のこ と し、様式第七号 の 四 を

様 式第七号の三 と する。

様 式第八号中「滞日。冷3 N理 系」を「浦日冷盟系」に改める。

様 式第九号中「判明日吋冷酒鶏」を「満目。冷酒市対」に改める。

様 式第十号中「滴 E h m 富 市対」を「瀦口冷酒索」に改める。

様 式第十一 号 を削る。

様 式第十二号中「瀦忠治理市対」を「獄冨治盟系」に改め、同様式を様式第十一 号 とする。

様 式第十三号中「瀦忠治盟実」を「獄冨治理市対」に改め、同様式を様式第十二号とする。
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1
 附 則

こ の規則は、平成三 十 一 年 四月一 日 から施行する。

教 育公務員特例法等の一 部 を改正する法律(平成二 十 八年法律第八十七号)附則第五条の規定によりなお従前の

例 によることとされる者についての免許状の授与の所要資格については、なお従前の例による。

2
 

石 川県市町立学 校 教職員 の人事評 価に関する規則の一 部 の施行期日を定める規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 九日
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石 川県教育委員会規則第三号

石 川県市町立学 校 教職員 の 人 事評価に関する規則の一 部 の施行期日を定める規則

石 川県市町立学 校 教職員 の 人 事評価に関する規則(平成二 十 四年石川県教育 委員会規則 第二 号) 附則第一 項 ただし

書 に規定する規定の施 行期日は、平成三 十 一 年 四月一 日 とする。
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「 第 七 章 当直

第 一 節 通則(第八十二 条 第八十九条)

第 二節事務処理(第九十条第九十六条)

第 三節引継(第九十七条)

第 四節削除」

獄 S 冷 鴻 ω 畑 丑「、電報」品川耳一」か。

獄 叶∞ぬr w加 H 畑 苛「、電報」品川歪デ「すみやかに」め「速やかに」行界t ud耳 ぬか浦日山畑品町内汁3 LμJV一 円四冷与が。

2 職 員 は 、 出張用務を終えて帰庁したときは、速やかに旅行 命 令権者(石川県職員 等の旅費に関する条例 (昭和二

十 九年石川県条例第四号)第四条第一 項 に規定する旅行命令権者をいう。以下この項において同じ。)にその概要

を 口頭で復命するとともに、五日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務

が 軽易なものであり、かっ、旅行命令権者の承認を得た場合については、復命書を省略することができる。

滅 ゴ冷品町内庁3 LHJU一 円四冷t u が 。

( 事 務の引継 ぎ)

第 七十七条職員は、休職、 退 職、勤務替等 のため担 当業 務を離れる場合には、 速やかに後任者又は所属長 の指 定す

る 職員にその事務を引き継ぎ、 か っ、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 前 項の事 務の引継 ぎは、課長及びこれに相当 する職以 上の職にある者並びに出先機関等の長にあっては、文書 に

よ り行わなければならない。

湖 、吋冊品町内汁3 LHJV一 円四片町びか。

第 七章削 除

第 八十二条から第九十八条まで削除

豆 里

山い 3 剛 一一吾存d 川 有国神巴雨明ム」4 HEM70醤 4 4斗 向日。

品 川「第七章削 除」打尽δ が 。国 野円寸

剖 三瓶端情瑚柳田ゆ型一珍瀦N 訓

ドト 4年 持満

州州 」 一二 洞 M H 特 持活獄油部( Z 出 品川口品目雨明削コ一 滴 鋒謝嚇迦ゆ型一4 4獄 。中) 3l 繋 品川内汁3 1汁 三刊日片同J 叶 向山。

判 票出雨明ω 迫 呂田

削 工 一 滴鋒謝

当 直(第四十 条第五十一 条 )

↑ 円四片与が。

雑 則(第五十二条第五十四条ご

判沖 潤
E

日ト

「 第六章当直(第四十 条 ・ 第 四十一 条 )「第六章

国 対サ

第 七章雑則(第四十二条第四十四条ご第七章

独 白治時刻ω 泊 サ「、電報」時五一丙》。

瀦 ω ∞ h m 滞 日一泊サ「前各号」品川「前各項」打痔与が。

鴻 主品川除滅E hm什 了滅色叫が品町浦町ω hm~は 斗向日。

減 品 N 品 川門寸「及び当直」内歪?耳出需品川満足山静作斗向い。

獄 。川柳門寸瀦企ぬr R)対 打開汗3 5冷 品川曽川仰向い。

( 当 直の勤務命令)

第 四十二条校長は、当直の五日前までに当直の日割を定め、当直を命ぜられた職員に通知するとともに、当直に服

す ることができるよう措置しなければならない。

(当 直の猶予)

第 四十三条校長は、次の各号に掲げる者の当直を一 時 猶予することができる。

一 疾 病その他の事故により身体に故障のある者

二 事務の都合又はやむを得ない事故により当直し 難い者

2 日 直と宿直 と連続するときは、 校長 は、 後の当 直を一 時 猶予することができる。

( 服務心 得 )

第 四十四条当直勤務者(以下「当直員」という。)は、みだりに校舎を離れてはならない。

2 当 直員は、服務中当直室及 び寝具 、その他 の備付品の清潔保持に努 めなけれ ばなら ない。

( 任務)

第 四十五条当 直員は、 次に掲げる事務を処理する。



同 相 同 問 ω 円 相 ω 」 4 N由 回(ゆ爾司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

物 品の管守

文 書 の 受領

校 内秩序の保持

校 舎及び構内の巡視

五 火災等非常事態に対する応急措置

六 前各号に定めるもののほか、校長の定める事項

( 保管すべき簿冊及び物品)

第 四十六条当直員 が 保管すべき簿冊は、次のとおりとする。

一 当 直日誌

二 時 間外一 般 来校簿

2 当 直員 が 保管すべき物品は、次のとおりとする。

一 職 員 録

二 受 領又は引継ぎを受けた文書

三 校 長が保管を命じた物品

(文 書 の 受領)

第 四十七条当直員 は 、受領した文書 を 次に定めるところにより処理するものとする。

一 特 に必要があると認められる文書は、校長又は関係者に電話等によりその内容を伝え、その指示を受けること。

二 前 号に規定する文書以外の文書 は、 一 括 して保管すること。

( 校内秩序の維持)

第 四十八条当直員 は 、職員 そ の 他 の 者の出退勤及び校舎内への出入を取り締まるとともに、校内秩序の保持を図ら

な ければならない。

2 当 直員 は 、職員 以 外の者の出入については特に留意し、校内秩序の保持又は校舎の管理上支障があると認めると

き は、その者の退去 を 命じなければならない。

3 当 直員 は 、来訪者のあった場合は、その旨を当直日誌に記載しなければならない。

( 校舎警備)

第 四十九条当直員 は 、校舎の警備及び管理のための必要に応じ自ら校舎の内外を巡視及び警備に当たらなければな

ら ない。

2 当 直員 は 、校舎の内外に異常を発見したとき、 又 はその他からその旨の通知を受けたときは、その旨を確認する

と ともに応急の措置をとらなければならない。

( 非常事 態 の通報)

第 五 十 条 当 直 員は、校舎及びその附近に火災その他秩序維持についての重大な事 件 が発生したときは、事 件 の内容

に より校長に速報して、その指揮を仰ぐとともに、必要があるときは自ら応急措置を講じなければならない。

( 引継)

第 五十一 条 当直員 は 、第四十八条第二 項 に規定する措置を取ったとき、第四十九条第二 項 に規定する異常のあった

と き及び前条に規定する事件のあったときは、そのてん末を当 直 日誌に記載しておかなければならない。 た だし、

処 理した事件が特に軽易な事項であると認められたときは、この限りでない。

2 当 直員 は 、当直すべき時聞が終わったときは、校長が指定する者又は次の当直員 に 保管すべき簿冊及び物品を点

検 照合して引き継がなければならない。

3 当 直員 は 、当直すべき時間経過後であっても、引継ぎを終了するまでその勤務を継続しなければならない。

豆 塑

什 3 叫 」一五吋江' H 羽 田神ω 戸 市相恥泊H EU70高 司斗向山。

四
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